
「農業者・農業者団体が主役となるシステム」における需給調整

生産調整方針

○ 都道府県等関係機関 地域水田農業推進協議会○

市町村レベルでの第三者機関的組織)(≒

＜ ＞ ＜ ＞例 構成員
・地方事務所 ・ 市町村 農 協

(・ 農協

・普及センター ・ 全集連系 農連携

・ 農業共済組合 集必要に応じ

共同方針作成・農業者団体（県段階）等 ・ 大規模農業者（代表） 客観的データの提出

・ 農業委員会 ・分析により事実上

・ 土地改良区 内訳も判明

・ 実需者 在庫状況により自 全 集 連 系 落 業
・ 消費者団体 等 ら目標生産数量が

決まってくる世界

必要に応じに

＜ ＞ 等役 割 共同方針作成

者）

・ 需要量予測への助言

その他

・ 地域水田農業ビジョンの作成

・ 必要に応じ、担い手や自給的農家

の扱い等の配分の一般ルールを設定

することとする。

注１ 市町村レベルでの第三者機関的組織については、構成員は、地域の実情に応じて構成するものとするが、地域水田農業推進協議会と共通のものとすること

ができる。
、 、 、 、 、注２ 複数の業者に出荷している農業者が どの業者の生産調整方針に参加するかは 地域の実情に応じ ①農協 全集連系等でまとめて一本の方針を作成する

②主たる出荷先にまとめて参加等のパターンがある。

注３ 生産調整方針作成者は、各農業者への数量の配分を行う場合に、各農業者の自家消費等も含めて行う。

注４ 国及び地方公共団体は、生産調整方針の作成及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うよう努める。


